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○北海道国立大学機構託児支援制度実施要項

(令和4年4月1日制定)

(趣旨)

第1条　この要項は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)職員の仕事と育

児の両立を支援することを目的として、出張又は休日に従事する入試業務、機構

主催事業の運営等の業務(以下「入試業務等」という。)の際に利用する託児施設

又はベビーシッター(以下「託児等」という。)の利用料金の一部を補助するため

必要な事項を定める。

(支援対象者)

第2条　機構の職員のうち、小学校6年生以下の同居する子の育児を行っている職員

を対象とする。

(補助額)

第3条　託児等の利用料金の1年度における補助限度額は、以下の各号に掲げるとお

りとする。

(1) 配偶者と同居している対象職員1名につき1年度において1万円とする。

(2) 配偶者と同居していない又はひとり親世帯の対象職員1名につき1年度にお

いて3万円とする。

2　託児等の利用料金の1回あたりの補助額は、託児等の利用料金額の2分の1の額と

する。

3　補助額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(支援内容)

第4条　支援内容は、以下の各号に掲げるとおりとする。ただし、家事代行等の附

帯的な料金、入会金・年会費、食事代、私的な理由によるキャンセル料を含まな

い。

(1) 出張又は休日における入試業務等に従事するために利用する託児施設利用

料金の補助

(2) 出張又は休日における入試業務等に従事するために利用するベビーシッタ

ーの利用料金の補助

(3) 出張又は休日における入試業務等に従事するために利用する一時・延長保

育の利用料金の補助

(申請のための提出書類)

第5条　申請者は、出張又は休日における入試業務等開始日の1週間前までに別紙

「託児支援制度利用申請書」を添付し、総務課人事第二係に電子メールで提出す

る。

(託児終了後の提出書類)

第6条　申請者は、出張又は休日における入試業務等終了後1週間以内に以下の各号

に掲げる書類を総務課人事第二係に提出する。

(1) 北海道国立大学機構立替払取扱要項(令和4年4月1日制定）に定める立替払

請求書

(2) 領収書(食事代等がある場合は利用料金とそれらを区別し、利用料金分のみ

に対する領収書)

(3) 託児やベビーシッターを依頼した業者等の会社概要・料金体系を示す資料

のコピー

(支払いの時期)

第7条　前条に定める書類提出をした者への支払いは、前条に定める書類が添付さ

れた立替払請求書を受理した日の翌月末日までに行うものとする。
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(利用の中止)

第8条　申請書類提出後、何らかの理由により託児やベビーシッターを利用中止す

る場合は、速やかにその旨を総務課人事第二係に連絡するものとする。

(その他)

第9条　この要項に定めるもののほか、託児支援制度の実施に関し必要な事項は、

別に定める。

附　則

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

別紙
託児支援制度　利用申請書

[別紙参照]


